
１　高圧ガス関係の概況

（表中の用語の意味）

２　液化石油ガス関係の概況

（表中の用語の意味）

３　石油コンビナート等防災関係の概況

　このため、石油コンビナート等災害防止法に基づき、事業所の各施設地区のレイアウト及び自衛防災組
織の設置義務等の規制が行われるとともに、山口県石油コンビナート等防災本部が中心となって、石油コ
ンビナート等防災計画に基づき、関係機関が一致協力して総合的防災体制の整備を推進している。（第5-9
表、第5-10表）

　「保安機関」は保安業務を行う者として認定を受けた者をいう。「充てん設備」は供給設備に液化石油
ガスを直接充てんするための設備でバルクローリーと呼ばれている。

産　　業　　保　　安　　の　　概　　況

　このため、高圧ガス保安法に基づく許認可・検査を実施することにより、高圧ガスによる災害事故の発
生を防止し、産業保安の確保に努めている。（第5-1～5-4表）

　高圧ガスは、化学工業をはじめ、各種産業の原燃料等として広く使用されている。その名前のとおり圧
力が高いため、その取扱いを誤ると機器を破裂させたり、ガスの漏洩により爆発・火災、ガス中毒、窒息
等の災害を引き起こすおそれがある。

　「第一種製造者」は許可対象の高圧ガス製造事業所、「第二種製造者」は届出対象の高圧ガス製造事業
所、「第一種貯蔵所」は許可対象の高圧ガス貯蔵所、「第二種貯蔵所」は届出対象の高圧ガス貯蔵所、
「高圧ガス販売所」は高圧ガスの販売所、「特定高圧ガス消費者」は定められた高圧ガスを一定量以上貯
蔵して消費する事業所をいう。また、「容器検査所」は高圧ガス容器の再検査所をいう。

　「一般高圧ガス」は一般高圧ガス保安規則、「液化石油ガス」は液化石油ガス保安規則、「一般＋液
石」は一般高圧ガス保安規則及び液化石油ガス保安規則の両規則、「コンビナート」はコンビナート等保
安規則、「冷凍」は冷凍保安規則の各適用事業所を意味する。

　液化石油ガスは、一般消費者等の燃料として広く使用されているが、その取扱いを誤ると爆発・火災、
一酸化炭素中毒等の災害を引き起こすおそれがある。

　本県では、瀬戸内海沿岸にベルト状に石油コンビナート等の工業地帯が立地している。これらの地域内
事業所では、石油類、高圧ガス、毒劇物等が大量に貯蔵され、又は取り扱われているため、その方法を誤
ると大規模かつ特殊な災害が発生するおそれがある。

　このため、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づき、一般消費者等に対する
液化石油ガスの販売事業の登録や保安機関の認定、貯蔵設備及び充てん設備等に係る許認可・検査等を実
施することにより、液化石油ガスの保安の確保に努めている。（第5-5～5-8表）
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令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

一 般 高 圧 ガ ス 112 111 112 109 108 108

液 化 石 油 ガ ス 59 59 57 56 55 52

一 般 ＋ 液 石 7 8 8 8 8 9

コ ン ビ ナ ー ト 24 24 24 24 24 23

冷 凍 120 116 106 100 94 86

一 般 高 圧 ガ ス 448 443 443 441 441 442

液 化 石 油 ガ ス 1 1 1 1 2 1

冷 凍 976 981 963 962 957 957

第 一 種 貯 蔵 所 68 69 71 68 70 70

第 二 種 貯 蔵 所 151 161 174 179 184 193

1,177 1,187 1,221 1,248 1,266 1,292

110 108 107 105 107 105

20 21 21 21 21 20

3,427 3,273 3,308 3,322 3,337 3,358

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

10 17 3 0 4 4

199 275 193 153 170 164

6 9 5 8 4 7

111 113 158 104 109 127

549 315 464 440 476 411

223 223 197 217 191 195

0 2 2 0 0 1

5 8 3 8 2 3

23 14 8 8 6 3

15 14 9 8 14 6

27 45 15 22 23 35

10 5 16 15 22 13

350 409 356 351 332 415

7 16 7 11 7 7

16 26 23 22 18 24

12 10 8 6 8 9

15 25 25 33 29 45

3 5 1 8 15 7

1 1 2 1 1 1

14 13 8 5 11 7

6 17 2 3 5 4

28 289 15 25 16 23

1,733 1,630 1,520 1,448 1,463 1,511

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

火 災 1 0 3 2 0 0

漏 え い 32 23 32 20 21 27

そ の 他 0 0 2 0 0 0

計 33 23 37 22 21 27

死 者 0 0 0 0 0 0

負 傷 者 0 0 2 0 1 1

コンビナート事業所 3 4 12 6 2 14

一般高圧ガス製造所 17 9 7 6 7 6

一般高圧ガス消費先 1 0 1 2 0 0

一般高圧ガス移動中 0 0 1 0 0 1

液化石油ガス製造所 1 0 0 0 0 0

液化石油ガス消費先 0 0 1 0 0 0

液化石油ガス移動中 1 1 0 0 0 0

冷 凍 事 業 所 10 8 15 7 12 5

そ の 他 0 1 0 1 0 1

第5-1表　　高 圧 ガ ス 製 造 事 業 所 等 の 推 移

第5-2表　　高圧ガス製造事業所等の許認可・検査等処理件数

区分

容 器 ガ ス 名 等 変 更

製 造 ・ 販 売 免 状 交 付 等

貯 蔵 所 許 可 ・ 変 更 許 可

区分

第 一 種
製 造 者

第 二 種
製 造 者

高 圧 ｶ ﾞ ｽ
貯 蔵 所

第 二 種 貯 蔵 所 変 更 届

第 一 種 貯 蔵 所 軽 微 変 更 届

製 造 施 設 軽 微 変 更 届

製 造 事 業 変 更 届

高 圧 ガ ス 販 売 所

特 定 高 圧 ガ ス 消 費 者

製 造 施 設 保 安 検 査

容 器 検 査 所 登 録 （ 更 新 ）

容 器 検 査 所

合　　　　　　　　　　　　　　計

高 圧 ガ ス 製 造 許 可

製 造 施 設 等 変 更 許 可

製 造 施 設 等 完 成 検 査

人的被害

製 造 事 業 届

発生場所別件数

第5-3表　　高 圧 ガ ス 事 故 の 発 生 状 況

区分

販 売 す る ガ ス の 変 更 届

特 定 高 圧 ガ ス 消 費 変 更 届

合　　　　　　　　　　　　　　計

危 害 予 防 規 程 届

危 害 予 防 規 程 変 更 届

現象別件数

特 定 高 圧 ガ ス 消 費 届

製 造 届 （ 冷 凍 ）

製 造 変 更 届 （ 冷 凍 ）

販 売 事 業 届

第 二 種 貯 蔵 所 設 置 届
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令和7年3月31日現在

一般高圧ガス コンビナート 液石 一般＋液石 冷凍 一般 液石 冷凍

県 計 113 23 49 9 78 441 1 999 69 195 106

市 部 計 109 21 46 9 75 424 1 974 66 185 100

下 関 市 14 0 7 3 15 116 0 183 6 25 15

宇 部 市 21 3 6 1 4 97 0 131 10 28 21

山 口 市 9 0 4 0 4 44 0 134 4 14 7

萩 市 0 0 2 0 2 11 0 23 0 3 1

防 府 市 16 0 1 0 2 21 0 65 5 20 10

下 松 市 11 0 7 1 0 14 0 27 8 8 5

岩 国 市 7 0 7 2 3 27 0 72 4 11 6

光 市 7 0 2 0 1 9 0 72 1 8 4

長 門 市 1 0 4 0 0 17 0 32 1 5 4

柳 井 市 3 0 1 0 0 8 0 16 6 4 5

美 祢 市 3 0 2 1 0 6 0 20 1 1 1

周 南 市 5 17 1 0 30 30 1 128 10 41 11

山 陽 小 野 田 市 12 1 2 1 14 24 0 71 10 17 10

郡 部 計 4 2 3 0 3 17 0 25 3 10 6

周 防 大 島 町 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0

和 木 町 0 2 2 0 0 1 0 1 2 6 2

上 関 町 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

田 布 施 町 3 0 0 0 3 12 0 5 1 2 3

平 生 町 1 0 0 0 0 3 0 9 0 2 1

阿 武 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

第5-4表　　市 町 別 高 圧 ガ ス 製 造 事 業 所 等 の 数

特定高圧
ガス消費者

第二種
貯蔵所

第一種
貯蔵所

第　一　種　製　造　者 第 二 種 製 造 者
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令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

249 235 233 229 221

261 244 242 238 230

521 509 503 500 491

44 44 44 43 42

1,075 1,032 1,022 1,010 984

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

0 0 1 0 0

0 1 0 0 5

2 3 8 113 55

12 9 2 8 7

5 1 1 1 4

1 4 3 3 7

2 3 1 4 3

3 3 1 3 3

39 37 34 35 33

55 82 61 56 53

65 29 21 23 44

18 16 4 12 15

15 15 7 19 20

8 6 4 3 4

64 26 15 24 37

0 0 0 0 0

289 235 163 304 290

（注）液化石油ガス設備工事届は市町への権限移譲に係る件数を除く。

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

火 災 0 1 0 1 0

漏 え い 0 5 1 1 2

漏えい爆発 0 1 1 0 0

一酸化炭素中毒
酸              欠 0 0 0 0 0

計 0 7 2 2 2

死 者 0 0 0 0 0

負 傷 者 0 1 1 0 0

（注）容器の喪失・盗難を除く。

区分

第5-6表　　液化石油ガス販売所等の許認可・検査等処理件数

第5-5表　　液 化 石 油 ガ ス 販 売 所 等 の 推 移

区分

保 安 機 関 （ 事 業 所 ）

合　　　　　　　　　　　　　　計

液 化 石 油 ガ ス 販 売 所

充 て ん 設 備 数

特定液化石油ガス設備工事事業者

充 て ん 設 備 の 許 可

充 て ん 設 備 保 安 検 査

設 備 士 免 状 交 付 等

販 売 所 変 更 届

充 て ん 設 備 等 完 成 検 査

販 売 事 業 の 登 録

保 安 機 関 の 認 定

貯 蔵 施 設 等 の 許 可

消 費 者 数 増 加 の 認 可

保 安 機 関 の 認 定 更 新

保 安 業 務 規 程 の 認 可

人的被害

保 安 機 関 変 更 届

充 て ん 設 備 変 更 届

液化石油ガス設備工事届(注)

第5-7表　　液 化 石 油 ガ ス 事 故 の 発 生 状 況

区分

現象別件数

合　　　　　　　　　　　　　　計

特 定 設 備 工 事 事 業 開 始 届

特 定 設 備 工 事 事 業 変 更 届
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令和7年3月31日現在

県 計 221 230 491 42

市 部 計 201 209 462 42

下 関 市 35 38 78 8

宇 部 市 18 20 50 6

山 口 市 29 30 55 7

萩 市 15 16 29 0

防 府 市 8 8 34 0

下 松 市 5 5 16 11

岩 国 市 21 21 56 4

光 市 12 12 25 1

長 門 市 13 14 21 1

柳 井 市 9 10 22 0

美 祢 市 15 14 21 0

周 南 市 11 11 34 4

山 陽 小 野 田 市 10 10 21 0

郡 部 計 20 21 29 0

周 防 大 島 町 9 10 12 0

和 木 町 2 2 4 0

上 関 町 2 2 1 0

田 布 施 町 1 1 4 0

平 生 町 3 3 5 0

阿 武 町 3 3 3 0

販売所 保　安　機　関　（　事　業　所　）

第5-8表　　市 町 別 液 化 石 油 ガ ス 販 売 所 等 の 数

充てん設備数特定液化石油ガス設備工事事業者
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令和7年3月31日現在

石油
（千kl）

高圧ガス
（百万m3）

総　　　　数 第一種事業所 第二種事業所

5 3
（2）  （2）  
17 10

（8）  （8）  
12 4

（4）  （4）  
1 1

（1）  （1）  
13 5

（5）  （5）  

0.05 269 0 1 1 0 0

36 19
（15）  （15）  

（注）　表中の（　）内の数値は、レイアウト規制対象事業所数で内数。

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

13 12 12 11 9

19 26 20 23 24

0 0 0 0 1

32 38 32 34 34

0 0 0 1 0

2 1 2 3 6

16 14 12 11 14

0 3 2

6 7 8 6 14

宇 部 市 10 12 9 12 5

山陽小野田市 0 2 1 5 1

小   　計 10 14 10 17 6

0 0 0 0 0

32 38 32 34 34

※下松地区はR5.3に特防区域から除外

8 17

4,808 9 0 0

34

周 南 地 区 9.36 4,240 787 7 17

六 連 島 地 区

82

合 計 21.90 11,827 1,100 17

8 17

161

そ の 他

小 計

火 災 （ 爆 発 ）

岩 国 ・ 大 竹 地 区
（ 岩 国 和 木 の み ）

3.19 2,428

宇部・小野田地区

宇 部 市

山陽小野田市

小   　計

143
9.30

9.30 4,890 152

第5-9表　　山口県石油コンビナート等特別防災区域概況

特　　　定　　　事　　　業　　　所
その他事業所

区域面積
（ｋ㎡）

貯蔵・取扱・処理量

2 0

合 計

特別防災区
域 別 件 数

負 傷 者

岩 国 ・ 大 竹 地 区
（岩国和木のみ）

人 的 被 害

六 連 島 地 区

死 者

下 松 地 区 ※

宇部・
小野田地区

周 南 地 区

区　　　　　分

第5-10表　　石油コンビナート等特別防災区域内の事故発生状況

漏 え い

現象別件数
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